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会 社 そ の 他 の 公 告

解 散 公 告

当 社 は 、 令 和 八 年 一 月 十 八 日 開 催 の 株 主 総 会 の

決 議 に よ り 令 和 八 年 一 月 三 十 一 日 に 解 散 い た し ま

し た の で 、 当 社 に 債 権 を 有 す る 方 は 、 本 公 告 掲 載

の 翌 日 か ら 二 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 四 月 二 日

札 幌 市 白 石 区 東 札 幌 一 条 一 丁 目 七 番 四 〇 号

極 東 興 産 株 式 会 社

代 表 清 算 人 柴 川 剛

解 散 公 告

当 社 は 、 令 和 八 年 三 月 三 日 開 催 の 株 主 総 会 の 決

議 に よ り 解 散 い た し ま し た の で 、 当 社 に 債 権 を 有

す る 方 は 、 本 公 告 掲 載 の 翌 日 か ら 二 箇 月 以 内 に お

申 し 出 下 さ い 。

な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 四 月 二 日

青 森 県 八 戸 市 北 白 山 台 二 丁 目 八 番 二 一 号

株 式 会 社 フ ォ ト セ ン タ ー 惣 門

代 表 清 算 人 松 川 雄 史

解 散 公 告

当 社 は 、 令 和 八 年 一 月 三 十 一 日 開 催 の 株 主 総 会

の 決 議 に よ り 解 散 い た し ま し た の で 、 当 社 に 債 権

を 有 す る 方 は 、 本 公 告 掲 載 の 翌 日 か ら 二 箇 月 以 内

に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 四 月 二 日

栃 木 県 宇 都 宮 市 峰 二 丁 目 一 一 番 一 九 号

有 限 会 社 岡 野 工 務 店

（ 法 人 番 号 2060002002136 ）

清 算 人 岡 野 正 光

解 散 公 告

当 社 は 、 令 和 八 年 二 月 二 十 八 日 開 催 の 株 主 総 会

の 決 議 に よ り 解 散 い た し ま し た の で 、 当 社 に 債 権

を 有 す る 方 は 、 本 公 告 掲 載 の 翌 日 か ら 二 箇 月 以 内

に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 四 月 二 日

埼 玉 県 川 越 市 的 場 二 四 六 四 番 地 四 八

有 限 会 社 池 田 電 子 シ ス テ ム

代 表 清 算 人 池 田 俊 治

解 散 公 告

当 社 は 、 令 和 八 年 三 月 五 日 開 催 の 株 主 総 会 の 決

議 に よ り 解 散 い た し ま し た の で 、 当 社 に 債 権 を 有

す る 方 は 、 本 公 告 掲 載 の 翌 日 か ら 二 箇 月 以 内 に お

申 し 出 下 さ い 。

な お 、 右 期 間 内 に お 申 し 出 が な い と き は 清 算 か

ら 除 斥 し ま す 。

令 和 八 年 四 月 二 日

埼 玉 県 川 越 市 中 台 二 丁 目 一 一 番 地 一 二

有 限 会 社 忠 建 工 業

清 算 人 須 田 忠





		2026-04-01T14:39:36+0900
	C＝JP,O＝Cabinet Office,CN＝Cabinet Office
	NationalPrintingBerau
	内閣府より署名済み


	



